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○
告
　
　
　
　
　
示

大
分
県
告
示
第
二
百
三
十
九
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
改

良
区
の
定
款
変
更
を
認
可
し
た
。

令
和
八
年
六
月
十
二
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

土
地
改
良
区
名

所　
　
　

在　
　
　

地

認
可
年
月
日

白
水
井
路
土
地
改
良
区

竹
田
市

令
八
・　

五
・
二
八

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

大
分
県
告
示
第
二
百
四
十
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
改

良
区
の
定
款
変
更
を
認
可
し
た
。

令
和
八
年
六
月
十
二
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

土
地
改
良
区
名

所　
　
　

在　
　
　

地

認
可
年
月
日

野
津
土
地
改
良
区

臼
杵
市

令
八
・　

五
・
一
五

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

大
分
県
告
示
第
二
百
四
十
一
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
改

良
区
の
定
款
変
更
を
認
可
し
た
。

令
和
八
年
六
月
十
二
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

土
地
改
良
区
名

所　
　
　

在　
　
　

地

認
可
年
月
日

富
士
緒
井
路
土
地
改
良
区

豊
後
大
野
市

令
八
・　

五
・
二
八

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

大
分
県
告
示
第
二
百
四
十
二
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
改

良
区
の
定
款
変
更
を
認
可
し
た
。

令
和
八
年
六
月
十
二
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

土
地
改
良
区
名

所　
　
　

在　
　
　

地

認
可
年
月
日

宇
佐
土
地
改
良
区

宇
佐
市

令
八
・　

五
・
二
九

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

大
分
県
告
示
第
二
百
四
十
三
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
大
分
県
林
業
研
修
所
の
利
用
に
係
る
使
用
料
の
徴
収
事
務
を
委
託
し

た
。

令
和
八
年
六
月
十
二
日

令

和

八

年

第

七

一

三

号

六
月
十
二
日

（　金 曜 日　）

大
分
県
報
（
告
示
）

一

毎
週
　
火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）
　 

発
行
人
　
大
　
分
　
県
　
　
編
集
　
い
づ
み
印
刷
株
式
会
社

（
定
価
　
一
箇
年
　
三
万
八
千
八
百
八
十
円
）



令
和
八
年
六
月
十
二
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

一　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
事
務
所
の
所
在
地

　
　

公
益
財
団
法
人
森
林
ネ
ッ
ト
お
お
い
た

　
　
　

大
分
市
花
園
二
丁
目
六
番
四
十
六
号

二　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
係
る
指
定
を
し
た
日

　
　

令
和
八
年
四
月
一
日

三　

委
託
を
し
た
日

　
　

令
和
八
年
四
月
一
日

四　

委
託
期
間

　
　

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

大
分
県
告
示
第
二
百
四
十
四
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
大
分
港
大
在
地
区
コ
ン
テ
ナ
タ
ー
ミ
ナ
ル
の
港
湾
施
設
の
使
用
に
係
る

使
用
料
及
び
当
該
使
用
料
に
係
る
延
滞
金
の
徴
収
事
務
を
委
託
し
た
。

令
和
八
年
六
月
十
二
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎

一　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
事
務
所
の
所
在
地

　
　

株
式
会
社
大
分
国
際
貿
易
セ
ン
タ
ー

　
　
　

大
分
市
大
字
大
在
六
番
地

二　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
係
る
指
定
を
し
た
日

　
　

令
和
八
年
四
月
一
日

三　

委
託
を
し
た
日

　
　

令
和
八
年
四
月
一
日

四　

委
託
期
間

　
　

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

大
分
県
告
示
第
二
百
四
十
五
号

　

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五

十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
一
項
及
び
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
と
し
て
、
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

令
和
八
年
六
月
十
二
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎

指
定
区

域
の
名

称

所
在
地

指
定
の
区
分

土
砂
災

害
の
発

生
原
因

と
な
る

自
然
現

象
の
種

類

区
域
の

表
示

法
第
九
条
第
二
項
に
規
定

す
る
土
砂
災
害
警
戒
区
域

等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防

止
対
策
の
推
進
に
関
す
る

法
律
施
行
令
（
平
成
十
三

年
政
令
第
八
十
四
号
）
で

定
め
る
事
項

備　
　

考

城
後
川

竹
田
市

直
入
町

大
字
長

湯
及
び

大
字
上

田
北

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

（
「
別
図
」
は
、

省
略
し
、
竹
田
土

木
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供

す
る
。
）

城
後
川

②

竹
田
市

直
入
町

大
字
長

湯
及
び

大
字
上

田
北

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

沢
水
川

竹
田
市

直
入
町

大
字
長

湯

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

栃
原
川

②

竹
田
市

直
入
町

大
字
長

湯

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

栃
原
川

③

竹
田
市

直
入
町

大
字
長

湯

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

有
氏

竹
田
市

久
住
町

大
字
有

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

令
和
八
年
六
月
十
二
日

大
分
県
報
（
告
示
）

二



氏

区
域

有
氏
②

竹
田
市

久
住
町

大
字
有

氏

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

塔
の
原

②

竹
田
市

久
住
町

大
字
有

氏

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

石
原

竹
田
市

久
住
町

大
字
有

氏

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

馬
場
②

竹
田
市

久
住
町

大
字
栢

木

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

栢
木
⑤

竹
田
市

久
住
町

大
字
栢

木

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

柚
木
③

竹
田
市

久
住
町

大
字
栢

木

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

八
山

竹
田
市

久
住
町

大
字
栢

木

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

塔
立

竹
田
市

久
住
町

大
字
栢

木

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

小
倉
②

竹
田
市

久
住
町

大
字
栢

木

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

小
倉
③

竹
田
市

久
住
町

大
字
栢

木

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

小
倉
④

竹
田
市

久
住
町

大
字
栢

木

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

浦
久
保

⑦

竹
田
市

大
字
古

園

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

平
井

竹
田
市

大
字
小

塚

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

久
保
②

竹
田
市

大
字
久

保

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

上
坂
田

東
①

竹
田
市

大
字
上

坂
田

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

上
坂
田

西
⑥

竹
田
市

大
字
上

坂
田

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

田
向
町

竹
田
市

久
住
町

大
字
久

住

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

新
町
③

竹
田
市

久
住
町

大
字
久

住

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

仲
村
③

竹
田
市

土
砂
災
害
警
戒

急
傾
斜

別
図
の

別
図
の
と
お
り

令
和
八
年
六
月
十
二
日

大
分
県
報
（
告
示
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久
住
町

大
字
久

住

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

地
の
崩

壊

と
お
り

丸
山
⑧

竹
田
市

久
住
町

大
字
白

丹

土
砂
災
害
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

尾
登
⑨

竹
田
市

久
住
町

大
字
白

丹

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

柚
木
川

支
川
②

日
田
市

前
津
江

町
柚
木

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

（
「
別
図
」
は
、

省
略
し
、
日
田
土

木
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供

す
る
。
）

柚
木
谷

川
②

日
田
市

前
津
江

町
柚
木

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

柚
木
谷

川
③

日
田
市

前
津
江

町
柚
木

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

梅
木
谷

川
②

日
田
市

前
津
江

町
赤
石

及
び
大

野

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

堂
尾
川

日
田
市

前
津
江

町
赤
石

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

石
立
川

日
田
市

前
津
江

町
赤
石

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

犬
浦
川

日
田
市

土
砂
災
害
警
戒

土
石
流

別
図
の

前
津
江

町
赤
石

区
域

と
お
り

中
川
内

川
支
川

日
田
市

中
津
江

村
合
瀬

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

中
村
川

②

日
田
市

中
津
江

村
栃
野

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

宮
園
川

日
田
市

中
津
江

村
合
瀬

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

生
子
川

②

日
田
市

中
津
江

村
合
瀬

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

市
ノ
瀬

川
②

日
田
市

中
津
江

村
合
瀬

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

出
野
④

日
田
市

前
津
江

町
柚
木

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

田
代
②

日
田
市

前
津
江

町
柚
木

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

太
郎
浦

日
田
市

前
津
江

町
柚
木

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

赤
岩
湯

②

日
田
市

天
瀬
町

赤
岩

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

令
和
八
年
六
月
十
二
日

大
分
県
報
（
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区
域

鳥
越
②

日
田
市

天
瀬
町

出
口

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

中
村
④

日
田
市

天
瀬
町

出
口

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

芋
作
③

日
田
市

天
瀬
町

出
口

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

竹
ノ
迫

日
田
市

天
瀬
町

出
口

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

久
木
野

④

日
田
市

天
瀬
町

出
口

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

簗
瀬
⑤

日
田
市

中
津
江

村
栃
野

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

小
野
田

②

日
田
市

中
津
江

村
栃
野

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

辛
味
②

日
田
市

中
津
江

村
栃
野

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

日
向
③

日
田
市

前
津
江

町
赤
石

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

日
向
④

日
田
市

前
津
江

町
赤
石

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

日
向
⑤

日
田
市

前
津
江

町
赤
石

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

堂
尾
③

日
田
市

前
津
江

町
赤
石

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

赤
石
本

村
③

日
田
市

前
津
江

町
赤
石

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

赤
石
本

村
④

日
田
市

前
津
江

町
赤
石

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

桑
木
③

日
田
市

前
津
江

町
赤
石

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

林

日
田
市

前
津
江

町
赤
石

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

古
園
⑤

日
田
市

天
瀬
町

赤
岩
及

び
桜
竹

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

二
又
②

日
田
市

中
津
江

村
栃
野

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

二
又
③

日
田
市

土
砂
災
害
警
戒

急
傾
斜

別
図
の

別
図
の
と
お
り

令
和
八
年
六
月
十
二
日

大
分
県
報
（
告
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渓
町
東

谷

災
害
特
別
警
戒

区
域

貝
塚
川

④

中
津
市

本
耶
馬

渓
町
東

谷

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

打
金
川

①

中
津
市

本
耶
馬

渓
町
折

元

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

上
百
谷

川
①

中
津
市

耶
馬
溪

町
大
字

山
移

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

清
水
ケ

元
川
①

中
津
市

耶
馬
溪

町
大
字

山
移

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

下
百
谷

川
①

中
津
市

耶
馬
溪

町
大
字

山
移

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

八
木
蒔

川
②

中
津
市

耶
馬
溪

町
大
字

山
移

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

馬
場
川

②

中
津
市

耶
馬
溪

町
大
字

山
移

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

小
杉
川

①

中
津
市

耶
馬
溪

町
大
字

山
移

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

小
杉
川

②

中
津
市

耶
馬
溪

町
大
字

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

中
津
江

村
栃
野

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

地
の
崩

壊

と
お
り

八
所
③

日
田
市

中
津
江

村
栃
野

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

八
所
④

日
田
市

中
津
江

村
栃
野

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

田
ノ
口

④

日
田
市

中
津
江

村
栃
野

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

田
ノ
口

⑤

日
田
市

中
津
江

村
栃
野

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

中
村
⑤

日
田
市

中
津
江

村
栃
野

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

中
村
⑥

日
田
市

中
津
江

村
栃
野

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

栃
原
③

日
田
市

中
津
江

村
栃
野

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

貝
塚
川

②

中
津
市

本
耶
馬

渓
町
東

谷

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

（
「
別
図
」
は
、

省
略
し
、
中
津
土

木
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供

す
る
。
）

貝
塚
川

③

中
津
市

本
耶
馬

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

令
和
八
年
六
月
十
二
日

大
分
県
報
（
告
示
）
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柿
山
①

中
津
市

耶
馬
溪

町
大
字

深
耶
馬

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

内
川
野

④

中
津
市

耶
馬
溪

町
大
字

山
移

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

井
場
ノ

原
①

中
津
市

耶
馬
溪

町
大
字

山
移

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

前
畑
①

中
津
市

耶
馬
溪

町
大
字

山
移

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

井
ノ
迫

①

中
津
市

耶
馬
溪

町
大
字

山
移

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

井
ノ
迫

②

中
津
市

耶
馬
溪

町
大
字

山
移

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

井
ノ
迫

③

中
津
市

耶
馬
溪

町
大
字

山
移

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

宮
ノ
本

①

中
津
市

耶
馬
溪

町
大
字

大
島

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

快
田
①

中
津
市

耶
馬
溪

町
大
字

大
島

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

松
尾
⑯

中
津
市

土
砂
災
害
警
戒

急
傾
斜

別
図
の

別
図
の
と
お
り

山
移

区
域

小
杉
川

③

中
津
市

耶
馬
溪

町
大
字

山
移

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

小
杉
川

④

中
津
市

耶
馬
溪

町
大
字

山
移

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

白
地
川

④

中
津
市

山
国
町

中
摩

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

中
摩
下

川

中
津
市

山
国
町

中
摩

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

神
谷
川

④

中
津
市

山
国
町

中
摩

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

奥
畑
川

②

中
津
市

山
国
町

中
摩

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

台
川
②

中
津
市

山
国
町

中
摩

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

岩
伏
川

②

中
津
市

山
国
町

中
摩

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

株
木
①

中
津
市

耶
馬
溪

町
大
字

深
耶
馬

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

令
和
八
年
六
月
十
二
日

大
分
県
報
（
告
示
）
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令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

○
公
　
　
　
　
　
告

　

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百

七
十
二
号
）
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
調
達
契
約
の
締
結
が
見
込
ま
れ
る
の
で
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
八
年
六
月
十
二
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎

一　

調
達
を
す
る
物
品
等
の
種
類

　
　

大
分
県
庁
舎
電
話
交
換
設
備
等
賃
貸
借
業
務

二　

競
争
入
札
の
参
加
者
資
格

　

１　

次
の
㈠
か
ら
㈥
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
競
争
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

㈠　

競
争
入
札
に
係
る
契
約
を
締
結
す
る
能
力
を
有
し
な
い
者
（
被
補
助
人
、
被
保
佐
人
又
は
未
成
年

者
で
あ
っ
て
、
契
約
締
結
の
た
め
に
必
要
な
同
意
を
得
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
破
産
者
で
復

権
を
得
な
い
者

㈡　

暴
力
団
員
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十

七
号
）
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
暴

力
団
（
同
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
を
い
う
。
）
若
し
く
は
暴
力
団
員
と
密
接
な
関
係
を
有
す

る
者

㈢　

大
分
県
が
発
注
す
る
物
品
等
の
調
達
、
売
払
い
及
び
役
務
の
提
供
に
係
る
競
争
入
札
に
参
加
す
る

者
に
必
要
な
資
格
（
令
和
二
年
大
分
県
告
示
第
三
百
二
十
六
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

競
争
入
札
に
参
加
さ
せ
な
い
こ
と
と
さ
れ
、
定
め
ら
れ
た
期
間
を
経
過
し
て
い
な
い
者

㈣　

営
業
に
関
し
、
許
可
、
認
可
等
を
必
要
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
を
得
て
い
な
い
者

㈤　

国
税
又
は
大
分
県
税
を
滞
納
し
て
い
る
者

㈥　

資
格
審
査
の
申
請
を
行
う
日
（
以
下
「
申
請
日
」
と
い
う
。
）
の
属
す
る
月
の
前
月
の
末
日
（
以

下
「
基
準
日
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
継
続
し
て
事
業
を
営
ん
で
い
る
期
間
が
一
年
未
満
で
あ
る
者

（
基
準
日
に
お
い
て
継
続
し
て
一
年
以
上
事
業
を
営
ん
で
い
た
者
か
ら
、
当
該
事
業
に
係
る
営
業
の

全
部
又
は
一
部
を
承
継
し
た
者
を
除
く
。
）

　

２　

資
格
審
査
事
項
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈠　

営
業
年
数
（
基
準
日
ま
で
の
営
業
年
数
を
い
う
。
）

㈡　

営
業
実
績
（
申
請
日
の
直
前
の
決
算
期
か
ら
一
年
前
ま
で
の
間
の
事
業
年
度
（
当
該
事
業
年
度
の

決
算
が
申
請
日
ま
で
に
確
定
し
な
い
場
合
は
、
決
算
の
確
定
し
て
い
る
事
業
年
度
）
（
以
下
「
基
準

本
耶
馬

渓
町
跡

田

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

地
の
崩

壊

と
お
り

小
出
②

中
津
市

本
耶
馬

渓
町
跡

田

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

東
谷
奥

畑

中
津
市

本
耶
馬

渓
町
東

谷

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

内
ヶ
畑

②

中
津
市

本
耶
馬

渓
町
樋

田

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

多
志
田

③

中
津
市

本
耶
馬

渓
町
多

志
田

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

大
分
県
告
示
第
二
百
四
十
六
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
ハ
ー
モ
ニ
ー
パ
ー
ク
の
利
用
に
係
る
使
用
料
の
徴
収
事
務
を
委
託
し

た
。

令
和
八
年
六
月
十
二
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

一　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
事
務
所
の
所
在
地

　
　

株
式
会
社
サ
ン
リ
オ
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト

　
　
　

東
京
都
多
摩
市
落
合
一
丁
目
三
十
一
番
地

二　

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
係
る
指
定
を
し
た
日

　
　

令
和
八
年
四
月
一
日

三　

委
託
を
し
た
日

　
　

令
和
八
年
四
月
一
日

四　

委
託
期
間

令
和
八
年
六
月
十
二
日

大
分
県
報
（
告
示
・
公
告
）

八



㈡　

二
の
１
の
㈠
か
ら
㈤
ま
で
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
と
判
明
し
た
場
合

㈢　

資
格
審
査
の
申
請
書
及
び
そ
の
添
付
書
類
に
故
意
に
虚
偽
の
事
実
を
記
載
し
た
こ
と
が
判
明
し
た

場
合

㈣　

廃
業
等
の
届
出
又
は
入
札
参
加
を
希
望
し
て
い
る
業
種
等
の
全
て
を
取
り
下
げ
る
届
出
を
行
っ
た

場
合

２　

１
の
㈠
か
ら
㈢
ま
で
の
事
由
に
よ
り
入
札
参
加
資
格
を
取
り
消
し
、
又
は
競
争
入
札
に
参
加
さ
せ
な

い
こ
と
と
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
当
該
入
札
参
加
資
格
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

年
度
」
と
い
う
。
）
の
販
売
実
績
や
契
約
実
績
を
い
う
。
）

㈢　

経
営
規
模

　
　
　

⑴  
従
業
員
数
（
基
準
日
に
お
け
る
営
業
に
従
事
す
る
者
の
数
を
い
う
。
）

　
　
　

⑵  

自
己
資
本
額
（
基
準
年
度
の
決
算
に
お
け
る
自
己
資
本
金
の
額
を
い
う
。
）

㈣　

経
営
比
率
（
基
準
年
度
の
決
算
に
お
け
る
流
動
比
率
、
自
己
資
本
固
定
比
率
及
び
利
益
率
を
い

う
。
）

㈤　

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
事
項

三　

競
争
入
札
を
希
望
す
る
者
の
資
格
審
査
申
請
の
方
法
等

　

１　

申
請
の
方
法

　

入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
で
入
札
を
希
望
す
る
も
の
は
、
県
の
所
定
の
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申

請
書
及
び
添
付
書
類
を
知
事
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

　

２　

申
請
書
の
提
出
先
及
び
問
合
せ
先

　
　
　

大
分
県
会
計
管
理
局
用
度
管
財
課
物
品
調
達
班

　
　
　

〒
八
七
〇

－

八
五
〇
一　

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

　
　
　

電
話　

〇
九
七

－

五
〇
六

－

二
九
六
八

　

３　

申
請
の
時
期

　

令
和
八
年
六
月
十
二
日
か
ら
同
月
十
九
日
ま
で
（
日
曜
日
及
び
土
曜
日
を
除
く
。
）
と
す
る
。

　

な
お
、
申
請
者
が
期
日
以
降
に
申
請
を
希
望
す
る
場
合
は
、
そ
の
後
も
随
時
に
受
け
付
け
る
が
、
入

札
に
間
に
合
わ
な
い
場
合
が
あ
る
。

四　

入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間

　
　

入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間
は
、
資
格
を
取
得
し
た
日
か
ら
令
和
八
年
九
月
三
十
日
ま
で
と
す
る
。

五　

競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
の
入
手
方
法

　

１　

申
請
書
の
交
付
場
所

      　

三
の
２
に
同
じ
。

　

２　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
入
手

      　

大
分
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ　

https://w
w

w
.pref.oita.jp/soshiki/20100/shikaku2024.htm
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六　

入
札
参
加
資
格
の
取
消
し
等

１　

入
札
参
加
資
格
を
有
す
る
者
が
次
の
㈠
か
ら
㈣
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
そ
の
他
知
事
が

必
要
と
認
め
る
場
合
は
、
当
該
入
札
参
加
資
格
を
取
り
消
し
、
又
は
三
年
以
内
の
期
間
を
定
め
て
競
争

入
札
に
参
加
さ
せ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

㈠　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す

る
者
に
該
当
す
る
と
判
明
し
た
場
合

　
次

の
と

お
り

一
般

競
争

入
札

に
付

す
る

の
で

公
告

す
る

。
令

和
８

年
６

月
12日

大
分

県
知

事
　

　
佐

　
　

　
藤

　
　

　
樹

　
一

　
郎

　
１

　
競

争
入

札
に

付
す

る
事

項
　

⑴
　

調
達

を
す

る
物

品
等

の
種

類
　

　
　

大
分

県
庁

舎
電

話
交

換
設

備
等

賃
貸

借
業

務
　

⑵
　

契
約

期
間

　
　

　
令

和
９

年
11月

１
日

か
ら

令
和

16年
10月

31日
ま

で
　

　
　

（
地

方
自

治
法

（
昭

和
22年

法
律

第
67号

）
第

234条
の

３
に

規
定

す
る

長
期

継
続

契
約

）
　

た
だ

し
、

契
約

締
結

日
か

ら
令

和
９

年
10月

31日
ま

で
の

間
、

搬
入

、
調

整
及

び
試

験
運

用
期

間
と

し
て

、
こ

の
間

の
賃

借
料

は
発

生
し

な
い

も
の

と
す

る
。

　
⑶

　
納

入
場

所
　

　
　

大
分

県
庁

舎
本

館
電

話
交

換
機

室
２

　
大

分
県

共
同

利
用

型
電

子
入

札
シ

ス
テ

ム
の

利
用

　
本

案
件

は
、

大
分

県
共

同
利

用
型

電
子

入
札

シ
ス

テ
ム

（
以

下
「

電
子

入
札

シ
ス

テ
ム

」
と

い
う

。
）

で
行

う
。

ま
た

、
入

札
に

係
る

事
項

は
、

こ
の

公
告

に
定

め
る

も
の

の
ほ

か
大

分
県

電
子

入
札

運
用

基
準

（
物

品
・

役
務

）
（

以
下

「
運

用
基

準
」

と
い

う
。

）
に

よ
る

。
３

　
競

争
入

札
に

参
加

す
る

者
に

必
要

な
資

格
に

関
す

る
事

項
　

こ
の

調
達

に
つ

い
て

は
、次

に
掲

げ
る

全
て

の
要

件
を

満
た

し
て

い
る

者
に

限
り

入
札

参
加

を
認

め
る

。
⑴

　
地

方
自

治
法

施
行

令
（

昭
和

22年
政

令
第

16号
）

第
167条

の
４

の
規

定
に

該
当

し
な

い
者

で
あ

る
こ

と
。

⑵
　

大
分

県
が

発
注

す
る

物
品

等
の

調
達

、
売

払
い

及
び

役
務

の
提

供
に

係
る

競
争

入
札

に
参

加
す

る
者

に
必

要
な

資
格

（
以

下
「

競
争

入
札

参
加

資
格

」
と

い
う

。
）

を
取

得
し

て
い

る
者

で
あ

る
こ

と
。

⑶
　

こ
の

調
達

に
係

る
営

業
に

関
し

、
許

可
、

認
可

等
を

必
要

と
す

る
場

合
に

お
い

て
、

こ
れ

を
得

て
い

令
和
八
年
六
月
十
二
日

大
分
県
報
（
公
告
）

九



る
者

で
あ

る
こ

と
。

⑷
　

こ
の

公
告

の
日

か
ら

10に
掲

げ
る

開
札

の
日

時
ま

で
の

間
に

、
競

争
入

札
参

加
資

格
を

有
す

る
者

に
対

す
る

指
名

停
止

の
措

置
を

受
け

て
い

な
い

者
で

あ
る

こ
と

。
⑸

　
自

己
又

は
自

己
の

役
員

等
が

、
次

の
い

ず
れ

に
も

該
当

し
な

い
者

で
あ

る
こ

と
及

び
次

に
掲

げ
る

者
が

、
そ

の
経

営
に

実
質

的
に

関
与

し
て

い
な

い
者

で
あ

る
こ

と
。

な
お

、
資

格
要

件
確

認
の

た
め

、
大

分
県

警
察

本
部

に
照

会
す

る
場

合
が

あ
る

。
ア

　
暴

力
団

（
暴

力
団

員
に

よ
る

不
当

な
行

為
の

防
止

等
に

関
す

る
法

律
（

平
成

３
年

法
律

第
77号

）
第

２
条

第
２

号
に

規
定

す
る

暴
力

団
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
イ

　
暴

力
団

員
（

暴
力

団
員

に
よ

る
不

当
な

行
為

の
防

止
等

に
関

す
る

法
律

第
２

条
第

６
号

に
規

定
す

る
暴

力
団

員
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
ウ

　
暴

力
団

員
が

役
員

と
な

っ
て

い
る

事
業

者
エ

　
暴

力
団

員
で

あ
る

こ
と

を
知

り
な

が
ら

、
そ

の
者

を
雇

用
し

、
又

は
使

用
し

て
い

る
者

オ
　

暴
力

団
員

で
あ

る
こ

と
を

知
り

な
が

ら
、

そ
の

者
と

下
請

契
約

又
は

資
材

若
し

く
は

原
材

料
の

購
入

契
約

等
を

締
結

し
て

い
る

者
カ

　
暴

力
団

又
は

暴
力

団
員

に
経

済
上

の
利

益
又

は
便

宜
を

供
与

し
て

い
る

者
キ

　
暴

力
団

又
は

暴
力

団
員

と
社

会
通

念
上

ふ
さ

わ
し

く
な

い
交

際
を

有
す

る
な

ど
社

会
的

に
非

難
さ

れ
る

関
係

を
有

し
て

い
る

者
ク

　
暴

力
団

又
は

暴
力

団
員

で
あ

る
こ

と
を

知
り

な
が

ら
こ

れ
ら

を
利

用
し

て
い

る
者

⑹
　

電
子

入
札

シ
ス

テ
ム

に
よ

り
事

前
に

入
札

参
加

申
請

を
行

い
、

入
札

参
加

の
承

認
を

受
け

た
者

で
あ

る
こ

と
。

⑺
　

納
入

し
よ

う
と

す
る

物
品

が
仕

様
を

満
た

す
こ

と
を

証
明

す
る

書
類

（
カ

タ
ロ

グ
等

）
を

令
和

８
年

７
月

１
日

（
水

）
午

後
５

時
ま

で
に

大
分

県
総

務
部

行
政

企
画

課
行

政
企

画
班

に
提

出
し

、
審

査
を

受
け

、
承

認
を

受
け

た
者

で
あ

る
こ

と
。

⑻
　

納
入

し
た

機
器

の
故

障
時

に
は

、
そ

の
復

旧
に

迅
速

に
対

応
す

る
こ

と
が

で
き

る
者

で
あ

る
こ

と
。

４
　

入
札

参
加

申
請

の
方

法
及

び
期

間
　

電
子

入
札

シ
ス

テ
ム

に
よ

り
入

札
参

加
申

請
を

、
令

和
８

年
７

月
８

日
（

水
）

午
後

５
時

ま
で

に
行

う
こ

と
。

　
な

お
、

紙
に

よ
る

入
札

参
加

を
希

望
す

る
者

は
、

「
紙

入
札

（
見

積
）

参
加

届
出

書
」

（
運

用
基

準
様

式
第

２
号

）
２

部
及

び
競

争
入

札
参

加
資

格
に

係
る

「
競

争
入

札
参

加
資

格
審

査
結

果
通

知
書

」
の

写
し

を
、

令
和

８
年

７
月

８
日

（
水

）
午

後
５

時
（

必
着

）
ま

で
に

持
参

又
は

郵
送

（
書

留
郵

便
）

に
よ

り
次

の
提

出
先

に
提

出
す

る
こ

と
。

　
提

出
先

　
大

分
県

総
務

部
行

政
企

画
課

行
政

企
画

班

　
〒

870-8501　
大

分
市

大
手

町
３

丁
目

１
番

１
号

　
電

話
　

097-506-2239　
e-m

ail:a11100@
pref.oita.lg.jp

５
　

競
争

入
札

参
加

資
格

に
関

す
る

事
項

　
競

争
入

札
参

加
資

格
の

な
い

者
で

入
札

を
希

望
す

る
も

の
は

、
競

争
入

札
参

加
資

格
審

査
申

請
書

に
必

要
書

類
を

添
付

し
て

、
次

に
掲

げ
る

時
期

及
び

場
所

に
提

出
す

る
こ

と
。

　
⑴

　
申

請
の

時
期

　
令

和
８

年
６

月
12日

（
金

）
か

ら
同

月
19日

（
金

）
ま

で
（

日
曜

日
及

び
土

曜
日

を
除

く
。

）
の

午
前

９
時

か
ら

午
後

５
時

ま
で

　
な

お
、

申
請

者
が

期
日

以
降

に
申

請
を

希
望

す
る

場
合

は
、

そ
の

後
も

随
時

に
受

け
付

け
る

が
、

入
札

に
間

に
合

わ
な

い
場

合
が

あ
る

。
　

⑵
　

申
請

書
類

の
入

手
方

法
　

大
分

県
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
か

ら
申

請
書

類
を

ダ
ウ

ン
ロ

ー
ド

し
、

又
は

⑶
に

て
交

付
を

受
け

る
こ

と
。

　
https://w

w
w

.pref.oita.jp/soshiki/20100/shikaku2024.htm
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⑶

　
申

請
書

類
の

提
出

先
及

び
問

合
せ

先
　

　
　

大
分

県
会

計
管

理
局

用
度

管
財

課
物

品
調

達
班

（
県

庁
舎

本
館

２
階

）
　

　
　

〒
870－

8501　
大

分
市

大
手

町
３

丁
目

１
番

１
号

　
　

　
電

話
　

097－
506－

2968
　

　
　

な
お

、
郵

送
の

ほ
か

電
子

に
よ

る
提

出
も

で
き

る
も

の
と

す
る

。
６

　
契

約
条

項
を

示
す

場
所

及
び

日
時

　
大

分
県

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

及
び

電
子

入
札

シ
ス

テ
ム

上
に

、
令

和
８

年
７

月
23日

（
木

）
午

前
９

時
ま

で
入

札
説

明
書

を
掲

載
す

る
こ

と
に

よ
り

契
約

条
項

を
示

す
。

た
だ

し
、

11に
示

す
再

入
札

を
行

う
と

き
は

、
再

入
札

の
開

札
日

ま
で

延
長

す
る

。
７

　
電

子
入

札
シ

ス
テ

ム
、

入
札

書
及

び
契

約
の

手
続

に
お

い
て

使
用

す
る

言
語

及
び

通
貨

　
⑴

　
使

用
言

語
　

日
本

語
　

⑵
　

通
　

　
貨

　
日

本
国

通
貨

８
　

電
子

入
札

シ
ス

テ
ム

に
よ

る
入

札
金

額
の

入
力

期
間

　
　

入
札

参
加

承
認

の
日

か
ら

令
和

８
年

７
月

23日
（

木
）

午
前

９
時

ま
で

９
　

紙
に

よ
る

入
札

参
加

を
希

望
す

る
場

合
の

入
札

書
の

提
出

場
所

及
び

提
出

期
限

⑴
　

提
出

場
所

　
大

分
県

総
務

部
行

政
企

画
課

行
政

企
画

班
⑵

　
提

出
期

限
　

入
札

参
加

承
認

の
日

か
ら

令
和

８
年

７
月

23日
（

木
）

午
前

９
時

ま
で

に
必

着
の

こ
と

。
10　

電
子

入
札

シ
ス

テ
ム

に
よ

る
開

札

令
和
八
年
六
月
十
二
日

大
分
県
報
（
公
告
）

一
〇



〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

　

令
和
八
年
度
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

令
和
八
年
六
月
十
二
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

一　

試
験
の
日
時
及
び
場
所

　

１　

日
時

　
　
　

令
和
八
年
十
月
二
日
（
金
）
午
後
零
時
五
十
分
か
ら
午
後
三
時
五
十
分
ま
で

　

２　

場
所

    　

  

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号　

　
　

開
札

予
定

日
時

　
令

和
８

年
７

月
23日

（
木

）
午

前
10時

11　
再

入
札

　
開

札
の

結
果

、
予

定
価

格
の

制
限

の
範

囲
内

の
価

格
を

も
っ

て
有

効
な

入
札

を
行

っ
た

者
が

い
な

い
と

き
は

、
地

方
自

治
法

施
行

令
第

167条
の

８
第

４
項

の
規

定
に

よ
り

再
入

札
を

行
う

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

再
入

札
の

入
札

金
額

の
入

力
期

限
及

び
開

札
日

時
を

別
途

通
知

す
る

も
の

と
す

る
。

12　
入

札
保

証
金

に
関

す
る

事
項

　
大

分
県

契
約

事
務

規
則

（
昭

和
39年

大
分

県
規

則
第

22号
）

第
20条

第
３

項
第

２
号

の
規

定
に

よ
り

免
除

す
る

。
13　

契
約

保
証

金
に

関
す

る
事

項
　

契
約

金
額

（
年

額
）

の
100分

の
10以

上
の

契
約

保
証

金
を

納
付

す
る

こ
と

。
た

だ
し

、
次

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

場
合

は
、

契
約

保
証

金
の

全
部

又
は

一
部

の
納

付
が

免
除

さ
れ

る
。

⑴
　

保
険

会
社

と
の

間
に

県
を

被
保

険
者

と
す

る
履

行
保

証
保

険
契

約
を

締
結

し
た

と
き

（
大

分
県

契
約

事
務

規
則

第
５

条
第

３
項

第
１

号
）

。
⑵

　
過

去
２

年
間

に
国

又
は

地
方

公
共

団
体

と
種

類
及

び
規

模
を

ほ
ぼ

同
じ

く
す

る
契

約
を

数
回

以
上

締
結

し
、

か
つ

、
こ

れ
ら

を
全

て
誠

実
に

履
行

し
た

も
の

に
つ

い
て

、
そ

の
者

が
契

約
を

締
結

し
な

い
こ

と
と

な
る

お
そ

れ
が

な
い

と
認

め
ら

れ
る

と
き

（
大

分
県

契
約

事
務

規
則

第
５

条
第

３
項

第
３

号
）

。
14　

無
効

入
札

に
関

す
る

事
項

　
大

分
県

契
約

事
務

規
則

第
27条

に
規

定
す

る
事

項
の

ほ
か

、
入

札
に

関
す

る
条

件
に

違
反

し
た

入
札

は
無

効
と

す
る

。
　

な
お

、
無

効
入

札
を

し
た

者
は

、
再

度
入

札
に

参
加

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
場

合
が

あ
る

。
15　

最
低

制
限

価
格

に
関

す
る

事
項

　
　

設
定

し
な

い
。

16　
落

札
者

の
決

定
の

方
法

⑴
　

有
効

な
入

札
で

、
大

分
県

契
約

事
務

規
則

第
23条

の
規

定
に

よ
り

作
成

さ
れ

た
予

定
価

格
の

範
囲

内
で

最
低

の
価

格
を

も
っ

て
入

札
し

た
者

を
落

札
者

と
す

る
。

⑵
　

落
札

と
な

る
べ

き
同

価
の

入
札

を
し

た
者

が
２

人
以

上
あ

る
と

き
は

、
電

子
入

札
シ

ス
テ

ム
に

お
い

て
、

電
子

く
じ

に
よ

る
落

札
者

決
定

を
行

う
。

⑶
　

再
入

札
を

し
て

も
、

落
札

者
が

な
い

と
き

又
は

落
札

者
が

契
約

を
結

ば
な

い
と

き
は

、
地

方
自

治
法

施
行

令
第

167条
の

２
第

１
項

第
８

号
又

は
第

９
号

の
規

定
に

よ
り

随
意

契
約

を
行

う
も

の
と

す
る

。
17　

契
約

に
関

す
る

事
務

を
担

当
す

る
部

局
の

名
称

及
び

所
在

地
　

　
〒

870－
8501　

大
分

市
大

手
町

３
丁

目
１

番
１

号
　

　
大

分
県

総
務

部
行

政
企

画
課

行
政

企
画

班
（

県
庁

舎
本

館
３

階
）

　
　

電
話

　
097－

506－
2239　

e-m
ail:a11100@

pref.oita.lg.jp
18　

特
約

事
項

　
こ

の
入

札
に

係
る

契
約

は
、

地
方

自
治

法
第

234条
の

３
に

規
定

す
る

長
期

継
続

契
約

で
あ

る
た

め
、

契
約

の
締

結
の

日
の

属
す

る
年

度
の

翌
年

度
以

降
に

お
い

て
、

当
該

契
約

に
係

る
歳

入
歳

出
予

算
の

減
額

又
は

削
除

が
あ

っ
た

場
合

は
、

契
約

の
相

手
方

と
契

約
を

解
除

で
き

る
も

の
と

す
る

。
19　

そ
の

他
　

⑴
　

そ
の

他
の

詳
細

は
、

入
札

説
明

書
に

よ
る

。
　

⑵
　

こ
の

調
達

は
、世

界
貿

易
機

関
（

Ｗ
Ｔ

Ｏ
）

に
基

づ
く

政
府

調
達

に
関

す
る

協
定

の
適

用
を

受
け

る
。

20　
Sum

m
ary

　
⑴

　
N

ature and Q
uantity of Products to be leased

　
　

　
O

ne set of O
ita Prefectural Governm

ent O
ffi

ce T
elephone Exchange equipm

ent
　

⑵
　

Lease period
　

　
　

From
 N

ovem
ber 1 2027 to O

ctober 31 2034
　

⑶
　

D
elivery point

　
　

　
O

ita Prefectural Governm
ent

　
　

　
３

－
１

－
１

  O
hte-M

achi, O
ita City, 870－

8501
　

⑷
　

T
im

e　
lim

it　
for　

tender
　

　
　

9：
00　

a.m
.　

23   July　
,　

2026
　

⑸
　

M
anagem

ent　
Bureau　

A
ddress

　
　

　
A

dm
inistrative Planning D

ivision
　

　
　

O
ita Prefectural Governm

ent
　

　
　

３
－

１
－

１
  O

hte-M
achi, O

ita City, 870－
8501

　
　

　
T

EL　
097－

506－
2239

令
和
八
年
六
月
十
二
日

大
分
県
報
（
公
告
）

一
一



      　

大
分
県
庁
舎
新
館
十
三
階　

一
三
三
会
議
室

二　

試
験
の
内
容

　

１　

学
科
試
験

　
　

㈠　

衛
生
法
規
に
関
す
る
知
識　

二
十
問

　
　

㈡　

公
衆
衛
生
に
関
す
る
知
識  

二
十
問

　
　

㈢　

洗
濯
物
の
処
理
に
関
す
る
知
識　

二
十
問

　

２　

実
技
試
験

      

洗
濯
物
の
処
理
に
関
す
る
技
能　

二
十
問

三　

受
験
資
格

１　

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
五
十
七
条
の
規
定
に
該
当
す
る
者

２　

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
附
則
第
五
項

の
規
定
に
該
当
す
る
者

四　

受
験
願
書
の
提
出
先
及
び
提
出
方
法

　
　

県
内
に
住
所
又
は
就
業
地
を
有
す
る
者�　

大
分
市
内
に
あ
っ
て
は
、
大
分
県
生
活
環
境
部
食
品
・
生
活

衛
生
課
（
大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号　

郵
便
番
号
八
七

〇

－

八
五
〇
一
）
に
持
参
又
は
郵
送
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�　

大
分
市
外
に
あ
っ
て
は
、
住
所
地
又
は
就
業
地
を
管
轄
す
る

保
健
所
に
持
参
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
。

　
　

県
外
に
住
所
及
び
就
業
地
を
有
す
る
者�　

大
分
県
生
活
環
境
部
食
品
・
生
活
衛
生
課
（
大
分
市
大
手
町

三
丁
目
一
番
一
号　

郵
便
番
号
八
七
〇

－

八
五
〇
一
）
に
持
参

又
は
郵
送
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
。

五　

受
験
願
書
等
の
受
付
期
間
及
び
受
付
時
間

　

１　

受
付
期
間

　

令
和
八
年
七
月
二
十
一
日
（
火
）
か
ら
同
年
八
月
十
七
日
（
月
）
ま
で
（
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
祝

日
を
除
く
。
）
。

　

な
お
、
郵
送
の
場
合
は
、
「
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
試
験
願
書
在
中
」
と
朱
書
き
の
上
、
郵
便
為
替
又
は

現
金
書
留
郵
便
で
送
付
す
る
こ
と
（
令
和
八
年
八
月
十
七
日
（
月
）
ま
で
の
消
印
が
あ
る
も
の
に
限
り

受
け
付
け
る
。
）
。
ま
た
、
フ
ァ
ッ
ク
ス
又
は
電
子
メ
ー
ル
に
よ
る
受
験
願
書
の
提
出
は
、
受
け
付
け

な
い
。

　

２　

受
付
時
間

    　

  

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

六　

提
出
書
類

１　

受
験
願
書
（
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
年
大
分
県
規
則
第
十
号
）
第
九
号
様
式
）

２　

履
歴
書

３　

写
真
一
枚
（
出
願
前
六
箇
月
以
内
に
撮
影
し
た
上
半
身
・
正
面
・
無
帽
、
サ
イ
ズ
縦
四
・
五
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
・
横
三
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
、
裏
面
に
氏
名
及
び
撮
影
年
月
日
を
記
載
し
た
も
の
）

４　

最
終
学
歴
を
証
す
る
卒
業
証
書
の
写
し
又
は
卒
業
証
明
書
。
た
だ
し
、
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
昭
和
三
十
年
厚
生
省
令
第
二
十
一
号
）
附
則
第
二
項
第
六
号
の
規
定
に

よ
り
地
方
厚
生
局
長
又
は
地
方
厚
生
支
局
長
の
認
定
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
認
定
書
の
写
し

七　

受
験
手
数
料

　

七
千
七
百
円
（
受
験
願
書
に
添
え
て
納
入
す
る
こ
と
。
な
お
、
一
旦
納
入
し
た
手
数
料
は
、
返
還
し
な

い
。
）

八　

受
験
願
書
等
提
出
上
の
注
意
事
項

１　

卒
業
証
書
又
は
認
定
書
の
写
し
を
提
出
す
る
場
合
は
、
受
験
願
書
の
提
出
先
に
お
い
て
原
本
を
提
示

し
、
原
本
と
相
違
な
い
旨
の
記
載
及
び
押
印
を
受
け
る
こ
と
。

２  

提
出
書
類
と
現
在
の
姓
が
異
な
る
場
合
は
、
戸
籍
抄
本
を
提
出
す
る
こ
と
。

３　

受
験
願
書
に
記
載
す
る
住
所
は
、
「
○
○
方
」
、
「
○
○
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所
」
等
、
郵
便
が
確
実
に

届
く
よ
う
明
記
す
る
こ
と
。

４　

受
験
願
書
に
個
人
番
号
を
記
載
す
る
こ
と
。
受
験
願
書
の
受
付
時
に
個
人
番
号
を
確
認
す
る
た
め
、

個
人
番
号
カ
ー
ド
又
は
個
人
番
号
が
記
載
さ
れ
た
住
民
票
及
び
運
転
免
許
証
そ
の
他
の
交
付
を
受
け
て

い
る
者
の
写
真
の
表
示
が
あ
る
書
類
を
提
示
す
る
こ
と
。
郵
送
の
場
合
は
、
こ
れ
ら
の
写
し
を
添
付
す

る
こ
と
。

九　

試
験
通
知
書

　

試
験
日
前
ま
で
に
、
受
験
資
格
が
あ
る
と
認
め
た
者
に
対
し
て
、
受
験
番
号
を
記
入
し
た
試
験
通
知
書

を
、
大
分
県
生
活
環
境
部
食
品
・
生
活
衛
生
課
か
ら
送
付
す
る
の
で
、
試
験
当
日
必
ず
持
参
す
る
こ
と
。

十　

そ
の
他

１　

試
験
に
つ
い
て
不
明
な
点
が
あ
る
場
合
は
、
最
寄
り
の
保
健
所
（
大
分
市
保
健
所
を
除
く
。
）
又
は

大
分
県
生
活
環
境
部
食
品
・
生
活
衛
生
課
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

２　

受
験
願
書
を
郵
便
で
請
求
す
る
場
合
は
、
郵
便
番
号
及
び
宛
先
を
明
記
し
、
百
十
円
切
手
を
貼
っ
た

返
信
用
封
筒
を
同
封
す
る
こ
と
。

３　

電
子
メ
ー
ル
で
の
問
合
せ
は
、a13910@

pref.oita.lg.jp

に
行
う
こ
と
。

４　

受
験
に
関
す
る
注
意
事
項
及
び
連
絡
事
項
は
、
試
験
通
知
書
送
付
の
際
に
受
験
者
宛
て
通
知
す
る
と

と
も
に
大
分
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る
。

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

令
和
八
年
六
月
十
二
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大
分
県
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（
公
告
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役　

名

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

理　

事

後　

藤　

勝　

美

豊
後
大
野
市
千
歳
町
高
畑
一
〇
七
五
番
地

〃

足　

立　
　
　

寬

　
　

〃　
　

千
歳
町
高
畑
三
七
一
番
地

〃

一　

宮　

壽
美
子

　
　

〃　
　

千
歳
町
高
畑
四
二
九
番
地

〃

柴　

山　

茂　

行

　
　

〃　
　

千
歳
町
柴
山
八
二
〇
番
地

〃

柴　

山　

治　

己

　
　

〃　
　

千
歳
町
柴
山
三
四
二
番
地

監　

事

加　

藤　

至　

誠

　
　

〃　
　

千
歳
町
高
畑
九
三
一
番
地

〃

宇　

𡈽　

安　

賀

　
　

〃　
　

千
歳
町
柴
山
四
七
九
番
地

〃

益　

永　

孝　

則

　
　

〃　
　

千
歳
町
柴
山
七
四
六
番
地

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
弥
生
土
地

改
良
区
（
佐
伯
市
）
か
ら
、
退
任
役
員
及
び
就
任
役
員
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ

っ
た
。令

和
八
年
六
月
十
二
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎

　

（
退
任
役
員
）	

役　

名

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

理　

事

染　

矢　

保　

則

佐
伯
市
弥
生
大
字
上
小
倉
七
六
七
番
地

　

（
就
任
役
員
）	

役　

名

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

理　

事

荻　
　
　

幸　

男

佐
伯
市
弥
生
大
字
上
小
倉
五
七
八
番
地

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
中
村
土
地

改
良
区
（
九
重
町
）
か
ら
、
退
任
役
員
及
び
就
任
役
員
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
日
田
市
土

地
改
良
区
（
日
田
市
）
か
ら
、
退
任
役
員
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
八
年
六
月
十
二
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎

　

（
退
任
役
員
）

役　

名

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

理　

事

武　

内　

諭　

吉

日
田
市
大
字
三
和
六
三
二
番
地

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
高
柴
土
地

改
良
区
（
豊
後
大
野
市
）
か
ら
、
退
任
役
員
及
び
就
任
役
員
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出

が
あ
っ
た
。

令
和
八
年
六
月
十
二
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎

　

（
退
任
役
員
）	

役　

名

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

理　

事

柴　

山　

幸　

博

豊
後
大
野
市
千
歳
町
柴
山
三
七
四
の
一

〃

後　

藤　

義　

弘

　
　

〃　
　

千
歳
町
高
畑
一
〇
七
〇
番
地

〃

石　

川　

孝　

義

　
　

〃　
　

千
歳
町
柴
山
四
八
四

〃

足　

立　

照　

典

　
　

〃　
　

千
歳
町
高
畑
四
三
七
番
地
一

〃

加　

藤　

三　

男

　
　

〃　
　

千
歳
町
高
畑
七
〇
九
番
地

監　

事

小
田
部　
　
　

等

　
　

〃　
　

千
歳
町
高
畑
七
九
四
番
地

〃

柴　

山　

ゆ
か
り

　
　

〃　
　

千
歳
町
柴
山
八
二
一
番
地

〃

益　

永　

孝　

則

　
　

〃　
　

千
歳
町
柴
山
七
四
六
番
地

　

（
就
任
役
員
）	

令
和
八
年
六
月
十
二
日

大
分
県
報
（
公
告
）

一
三



〃

小　

野　

高　

住

　

〃　

天
瀬
町
塚
田
二
九
七
番
地

監　

事

松　

本　

正　

晴

　

〃　

天
瀬
町
塚
田
二
五
九
番
地

〃

大　

塚　

憲　

城

　

〃　

天
瀬
町
塚
田
一
三
五
二
番
地

〃

河　

津　

隆　

明

　

〃　

天
瀬
町
出
口
一
七
五
六
番
地

　

（
就
任
役
員
）	

役　

名

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

理　

事

川　

村　

平　

一

日
田
市
天
瀬
町
塚
田
一
六
九
番
地
一

〃

小　

野　

高　

住

　

〃　

天
瀬
町
塚
田
二
九
七
番
地

〃

宮　

﨑　

仁　

司

　

〃　

天
瀬
町
塚
田
一
五
三
六
番
地

〃

大　

村　

英　

二

　

〃　

天
瀬
町
塚
田
一
六
九
八
番
地
六

〃

音　

成　

正　

明

　

〃　

天
瀬
町
塚
田
一
三
九
八
番
地

〃

山　

本　

儀　

信

　

〃　

天
瀬
町
塚
田
八
〇
九
番
地

〃

森　

川　

重　

信

　

〃　

天
瀬
町
塚
田
一
五
六
一
番
地
一

〃

小　

畑　

己
智
也

　

〃　

天
瀬
町
塚
田
一
三
三
七
番
地
二

監　

事

林　
　
　

政　

広

　

〃　

天
瀬
町
塚
田
九
四
四
番
地

〃

山　

本　

 

廣　

信

　

〃　

天
瀬
町
塚
田
八
〇
二
番
地

〃

伊　

東　

忠　

信

　

〃　

天
瀬
町
出
口
三
三
五
五
番
地

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
玖
珠
町
土

地
改
良
区
（
玖
珠
町
）
か
ら
、
退
任
役
員
及
び
就
任
役
員
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が

あ
っ
た
。

令
和
八
年
六
月
十
二
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎

っ
た
。令

和
八
年
六
月
十
二
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎

　

（
退
任
役
員
）	

役　

名

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

理　

事

矢　

方　

功　

二

玖
珠
郡
九
重
町
大
字
田
野
一
四
四
九
番
地

　

（
就
任
役
員
）	

役　

名

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

理　

事

矢　

方　

盛　

士

玖
珠
郡
九
重
町
大
字
田
野
一
四
四
九
番
地

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
塚
田
土
地

改
良
区
（
日
田
市
）
か
ら
、
退
任
役
員
及
び
就
任
役
員
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ

っ
た
。令

和
八
年
六
月
十
二
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎

　

（
退
任
役
員
）	

役　

名

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

理　

事

川　

村　

平　

一

日
田
市
天
瀬
町
塚
田
一
六
九
番
地
一

〃

大　

村　

英　

二

　

〃　

天
瀬
町
塚
田
一
六
九
八
番
地
六

〃

宮　

﨑　

仁　

司

　

〃　

天
瀬
町
塚
田
一
五
三
六
番
地

〃

小　

畑　

己
智
也

　

〃　

天
瀬
町
塚
田
一
一
三
七
番
地
二

〃

音　

成　

正　

明

　

〃　

天
瀬
町
塚
田
一
三
九
八
番
地

〃

山　

本　

儀　

信

　

〃　

天
瀬
町
塚
田
八
〇
九
番
地

〃

森　

川　

重　

信

　

〃　

天
瀬
町
塚
田
一
五
六
一
番
地
一

令
和
八
年
六
月
十
二
日

大
分
県
報
（
公
告
）

一
四



開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
検
査
済
証
を
交
付
し
た
。

令
和
八
年
六
月
十
二
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎

一　

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

　

由
布
市
挾
間
町
北
方
字
和
尚
百
七
十
二
番
一
ほ
か
二
十
三
筆
及
び
百
七
十
二
番
二
ほ
か
六
筆
の
各
一
部

並
び
に
古
野
字
吹
上
ツ
ル
千
五
番
二
ほ
か
六
十
一
筆
及
び
千
五
番
三
ほ
か
三
筆
の
各
一
部
並
び
に
千
六
番

一
ほ
か
三
筆
の
各
地
先
里
道
及
び
千
六
番
三
ほ
か
八
筆
の
各
地
先
水
路

二　

開
発
区
域
の
面
積

　
　

九
千
九
百
十
九
・
五
三
平
方
メ
ー
ト
ル

三　

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
名
称
・
氏
名

　
　

大
分
市
東
大
道
三
丁
目
五
番
二
十
六
号

　
　
　

株
式
会
社
リ
ビ
ン
グ
デ
ザ
イ
ン　

代
表
取
締
役　

浦　

松　

強　

八

四　

完
了
検
査
年
月
日

　
　

令
和
八
年
五
月
二
十
日

　

（
退
任
役
員
）	

役　

名

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

監　

事

日　

隈　

駿　

一

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
綾
垣
一
二
六
番
地

　

（
就
任
役
員
）	

役　

名

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

監　

事

宿　

利　

三　

良

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
綾
垣
一
五
五
二
番
地
の
一

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
白
水
井
路

土
地
改
良
区
（
竹
田
市
）
か
ら
、
退
任
役
員
及
び
就
任
役
員
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出

が
あ
っ
た
。

令
和
八
年
六
月
十
二
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎

　

（
退
任
役
員
）	

役　

名

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

監　

事

村　

上　

武　

利

竹
田
市
荻
町
西
福
寺
五
七
二
六
番
地

〃

工　

藤　

正　

敏

　

〃　

荻
町
鴫
田
六
四
九
六
番
地
一

〃

甲　

斐　

史　

隆

　

〃　

荻
町
馬
場
五
六
三
番
地
一
二

　

（
就
任
役
員
）	

役　

名

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

監　

事

堀　
　
　

清　

治

竹
田
市
荻
町
宮
平
三
七
五
〇
番
地
二

〃

赤　

木　

辰　

雄

　

〃　

荻
町
西
福
寺
五
九
三
九
番
地

〃

甲　

斐　

史　

隆

　

〃　

荻
町
馬
場
五
六
三
番
地
一
二

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開
発
区
域
の

令
和
八
年
六
月
十
二
日

大
分
県
報
（
公
告
）

一
五


